
1vol.7（2010.10） 1

新・判例解説 Watch ◆ 商法 No.98

1vol.21（2017.10） 1

　　　　ローライブラリー ◆ 2017年 6月23日掲載　
文献番号 z18817009-00-050981496
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事実の概要

　１　Ｙ社は、昭和 53 年 11 月 1 日に亡Ａが設
立した、一般乗用旅客自動車運送事業等を目的と
する株式会社（取締役会設置会社・監査役設置会社）
であり、株式譲渡には取締役会の承認が必要であ
る。亡Ａの子は 5人（Ｘ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、亡Ｅ）であり、
Ｆ、ＧはＸの子である。Ｂの夫Ｈとの間に、Ｙ社
の代表取締役Ｉ、取締役Ｊがいる。Ｙ社の監査役
ＫはＩの妻である。Ｌは亡Ｅの妻である。Ｍ社は、
有価証券の保有・運用等を目的とする株式会社で
ある。
　Ｙ社の発行済株式総数 6万株のうち、議決権を
行使することができる株式は 4万 8,040 株である
（残り1万1,960株は自己株式）。株式の保有状況は、
平成 24 年 11 月 15 日当時は、Ｈが 6,160 株、Ｂ
が 5,800 株、Ｃが 1万 1,960 株（本件株式）、亡Ｎ
の妻であるＯが 200 株、Ｘが 1 万 1,960 株、Ｌ
が 1万 1,960 株であった。その後、Ｍ社が本件株
式及びＯ保有株式を取得したため、同 25 年 1 月
9 日当時には、Ｈが 6,160 株、Ｂが 5,800 株、Ｍ
社が 1万 2,160 株、Ｘが 1万 1,960 株、Ｌが 1万
1,960 株となった。
　２　代表取締役Ｉは、平成 25 年 6 月 7 日頃同
月 19 日を開催日とする定時株主総会（本件株主
総会）の招集通知を株主に送付した。同通知に
は議案として、「第 1号議案　第 35 期決算承認
の件」、「第 2号議案　任期満了に伴う取締役Ｉ、
Ｈ、Ｂ及びＪの再選任の件」、「第 3号議案　新
たな監査役としてＫ氏選任の件」等と記載されて
いた。同通知には第 35 期の事業年度（平成 24 年
4 月 1 日～同 25 年 3 月 31 日）に係る貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、Ｐ監査役の

6月 6 日付の監査報告（「監査不能（現在の会社の
対応では不能である）」と記載されている）が添付さ
れていたが、事業報告及び個別注記表の添付はな
かった。
　Ｘは、Ｙ社の営業時間内である 6月 12 日午後
2時 30 分ころ、Ｙ社本店に行き、会社法 442 条
3 項に基づき、Ｙ社の第 35 期の事業報告、計算
書類（貸借対照表等）と附属明細書の閲覧・謄本
の交付を請求したが、Ｈから拒否された。翌日Ｙ
社からＸに対し個別注記表を含む計算書類等が送
付されてきたが、事業報告も、計算書類と事業報
告の附属明細書もなかった。
　6月 19 日に開催された本件株主総会において、
議決権を有するすべての株主が出席し、過半数（2
万 4,120 個＝Ｈ・Ｃ・Ｍ社）の賛成により可決された。
　３　そこでＹ社の株主Ｘが本件株主総会につい
て招集手続の法令違反がある等と主張して、会社
法 831 条 1 項 1 号に基づき取消を求めたのが本
件である。なおその後平成 26 年 6 月 28 日、Ｙ
社において定時株主総会が開催され、第 35 期の
決算の再承認決議及び第36期の決算の承認決議、
任期満了に伴う取締役Ｉ、Ｈ、Ｃ及びＪの再選任
決議がされ、Ｈ・Ｂらの賛成多数で可決された。

判決の要旨

　「本件では、定時株主総会の招集通知に際して
提供されるべき計算書類の一部である個別注記
表、事業報告が欠けており、計算書類の附属明細
書の閲覧、謄本の交付要求が拒絶され、法定備置
書類の備置きの不備があり、これらは本件株主総
会の招集手続における瑕疵に当たるが、個別注記
表については本件株主総会に先立ってＸに送付さ
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れており、定時株主総会の招集通知に際して提供
されるべき計算書類については追完されたといえ
る。もっとも、その他の点についてはなお瑕疵が
認められることに加え、決算に関する監査報告書
の記載は、株主が決算を承認するか否かを判断
するに当たって重要な参考資料となるところ、第
35 期の決算に関して作成された監査報告書には、
現在の会社の対応では監査不能である旨が記載さ
れているのみであり、実質的には監査報告の提供
があったとは言い難く、このことも踏まえれば、
……第 35 期の計算書類の承認に関する株主の実
質的な準備は不能であったというべきである。
　そうすると、本件決議 1に関する瑕疵は重大
であるから、決議への影響の有無を論ずるまでも
なく取り消されるべきである。」
　「なお、Ｙ社は……平成 26 年 6 月 28 日の株主
総会において、第 35 期の決算の承認がされたこ
とから、本件株主総会における瑕疵は治癒された、
などと主張するが……平成 26 年 6 月 28 日の決
議の内容は、第 35 期の決算を承認するというも
のであり、再度決議がされたことにより、決算が
有効となる余地はあるとしても、当該決議は本件
株主総会の決議を追認するようなものではないか
ら、これによって、本件株主総会決議の取消原因
が遡及的に消滅し、その瑕疵が治癒されたという
ことはできない。」

判例の解説

　一　本件の意義
　本件は株主総会の招集に際して株主に提供すべ
き書類や本店に備え置くべき書類に不備があった
として、その決議の取消が認められた注目すべき
事例である。争点は多岐にわたるが、本稿では、
本判決において株主総会決議の取消が認められた
点に絞って取り上げる。

　二　招集通知に際しての計算書類等の
　　　提供義務違反
　１　計算書類等の提供義務の規制
　取締役会設置会社においては、定時株主総会の
招集通知に際して、株主に対し、取締役会の承認
を受けた計算書類、事業報告、監査報告を提供し
なければならない（会 437）。これは、計算書類や
事業報告は株主総会における承認または報告の対

象となる（会 438）ので、取締役会設置会社にお
いては、議決権等の株主の権利の行使に役立てる
ために招集通知とともに提供することを求めるも
のである。監査役設置会社では監査報告も提供さ
れる。提供方法は、招集通知に合わせて書面・電
磁的方法による。
　これらの書類を株主に提供するのは、株主が株
主総会における議案についての議決権行使のため
の準備の機会を与えるためである。招集通知は、
Ｙ社のような非公開会社では 1週間前までに発
することが必要である（会 299 ①）。
　株主に対して計算書類等の提供がなされないこ
とは、計算書類の承認に関する株主総会決議につ
いての招集手続の法令違反となるため、決議取消
事由（会831①一）に該当する１）。この瑕疵は、本店・
支店での備置（会 442）によっても治癒されない
と解されている２）。
　２　本事案における提供義務違反
　平成 25 年 6 月 7 日ころＹ社は、招集通知を発
送する際、第 1号議案に係る貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書、監査報告を添
付した（ただし、監査報告には監査不能との記載が
されていた）が、そこには事業報告及び個別注記
表が添付されていなかった。Ｙ社は、Ｘによる 6
月 12 日の閲覧請求を拒絶し、6月 13 日にＸに対
し個別注記表を含む計算書類等を送付しているも
のの、事業報告も附属明細書も送付しなかった。
　そこで本判決は「本件では、定時株主総会の招
集通知に際して提供されるべき計算書類の一部で
ある個別注記表、事業報告が欠けており、……本
件株主総会の招集手続における瑕疵に当たる」と
判示する。法定書類の不提供であるから、本判決
の解釈は相当である。
　もっとも、本判決は「個別注記表については本
件株主総会に先立ってＸに送付されており、定時
株主総会の招集通知に際して提供されるべき計算
書類については追完されたといえる」としてい
るが、この点は疑問である。確かに、6月 13 日
にＹ社はＸに対して個別注記表を含む計算書類等
を送付している。しかし、本来個別注記表は招集
通知に添付することが要求される計算書類に当た
る。Ｙ社は取締役会設置会社であり、定時株主総
会の招集通知に際して、株主に対し、取締役会の
承認を受けた計算書類を提供しなければならず
（会 437）、それは招集通知とともに送付されるの
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であるから、非公開会社であるＹ社では総会の会
日の 1週間前までに行う必要がある。ところが、
Ｘに提供されたのは 6月 13 日つまり会日の 6日
前である。そうすると個別注記表の提供は期間後
にすぎず、これで計算書類が追完されたと解する
のは無理があろう。

　三　法定備置書類の不備
　１　法定備置書類に関する規制
　また、各事業年度に係る計算書類、事業報告及
びこれらの附属明細書、監査報告は、定時株主総
会の日の 2週間前の日から 5年間、本店に備え
置いた上で（会 442 ①一）、会社の営業時間内に
いつでも株主及び債権者に対してこれらの法定備
置書類の閲覧や謄本の交付請求等に供さなければ
ならない（会 442 ③）。このように計算書類等の
備置が要求されているのは、株主や会社債権者等
に対する企業内容の開示のためであり、株主等に
よる閲覧等の請求の実効性を確保するためと考え
られる３）。したがって、備置とは、単に会社がそ
の本店・支店に計算書類等を保存することではな
く、株主等の閲覧権の行使を可能にさせる状態で
保管することと解されている４）。
　かつての下級審裁判例には、備置義務を怠った
ときは、取締役が計算書類等の総会の承諾を得ら
れないかもしれないより大きい危険を負担したま
ま総会に臨まなければならないだけで、総会の招
集または決議の方法の瑕疵ということができな
い、としたものがある（東京地判昭 28・3・9 下民
集 4 巻 3 号 368 頁）。また、備置義務違反は当然
に株主総会決議取消原因には当たらないが、それ
によって株主が賛否の態度を決するための準備を
して総会に臨むことを不可能にしたときは、決議
の成立手続が著しく不公正であるとして決議取消
原因があるとされることもあり得るという見解も
あった５）。
　これに対して、その後の下級審裁判例では決議
取消事由に当たるとするものが多い。東京高判昭
48・10・30（金判 398 号 2 頁）は、（総社員 8 名、
内 2名が取締役の小規模の）有限会社において本店
での備置なく招集され総会の席上で社員に配付さ
れたにすぎない場合は総会の承認の決議は取消事
由があるとした。福岡高宮崎支判平 13・3・2（判
タ 1093 号 197 頁）は、株式会社（小会社）におい
て附属明細書の本店備置義務の懈怠は違法の程度

が重大ではないとはいえず取消事由があるとす
る６）。
　多数説も、計算書類等の株主への提供義務違反
または備置義務違反は株主総会決議の取消原因に
当たるとする７）。もっとも、取締役会設置会社に
おいては、前述のように招集通知に際して、株主
に計算書類等が提供されることになっており、そ
れらの書類が株主に提供されている場合には、そ
れらの書類の備置義務違反があっても、裁量棄却
事由（会 831 ②）があると判断される可能性は高
い８）。また、正当な事由なく株主の閲覧等の請求
を拒絶したことも、招集手続が法令に違反するも
のとして決議取消原因に当たると解するのが多数
説の見解である９）。
　２　本事案の場合
　(1)　事業報告の不備
　本件では、平成 25 年 6 月 12 日に計算書類等
の閲覧・謄本の交付要求が拒絶されており、この
ことが総会決議取消事由になるかが問題である。
　これに関する事実関係として、本件の一件記録
を読むと次のことがわかる。Ｘの申立に基づき 6
月 12 日に裁判所が株主総会検査役選任決定をし
ており、当該総会検査役の 7月 10 日付の報告書
がある。それによれば、決算書類等の備置の状況
等に関する会社の回答は、①計算書類（決算報告
書）及びその添付資料としての勘定科目内訳書の
みは備置があるが、②事業報告書は「存在しない」、
③監査報告書は、「代理人弁護士の事務所で一時
預かり中」等と記されている。このことから、Ｙ
社ではそもそも事業報告書を作成していなかった
ために株主への閲覧・謄写に供することはできな
かったとみることができる。つまり 6月 12 日の
Ｘの事業報告等の閲覧請求が拒否されたのも、法
定備置書類が不備であったためにＹ社では閲覧さ
せられる状態にはなかったということになろう。
裁判所はこうした点を考慮して「本件では……法
定備置書類の備置きの不備があり、これらは本件
株主総会の招集手続における瑕疵に当たる」と判
示したのであり、その判断は正当といえよう。
　(2)　監査報告と監査不能の記載
　こうした書類の不備は、第 3号議案にも関係
があると思われる。同議案は、監査役Ｐの監査役
辞任届の提出を受けてＫを監査役に選任する件で
あるが、Ｐ監査役は平成 25 年 6月 6日付の第 35
期の決算に関して、監査報告書に「監査不能（現
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在の会社の対応では不能である）」と記載してい
る。監査役は、取締役が作成する事業報告及びそ
の附属明細書を受領した際に、事業報告が法令・
定款に従い会社の状況を正しく示しているかどう
かについての意見等を内容とする監査報告を作成
しなければならない（会 381、会社則 129 ①）。そ
の趣旨は、株主が決算を承認するか否かを判断す
るに当たって重要な参考資料となるものである。
もっとも (1) で述べたように一件記録を読むと事
業報告等の書類をそもそも作成していなかったよ
うであり、これでは監査不能となるのは当然とい
えそうである。
　そこで本判決は、「監査報告書には、現在の会
社の対応では監査不能である旨が記載されている
のみであり、実質的には監査報告の提供があった
とは言い難く、このことも踏まえれば、……第
35 期の計算書類の承認に関する株主の実質的な
準備は不能であった」と判示しているのであり、
この判断も正当といえよう。

　四　本件事案の背景と評価
　本件では同族会社内部の 3派の対立が争いの
もととなっている。簡潔に記すと、亡Ａ死亡後に
Ｈ・ＣによってＸが取締役から解任された（昭和
60 年 12 月 10 日）が、その後今度は、ＨらとＣが
対立するに至り、ＨがＸを代表取締役に迎え入れ
てＣを解任（平成 22 年 4 月 21 日）した。Ｙ社の
経営はＨ・Ｘとその子らによって行われたが、Ｈ
らとＣの間で「和解」が成立（同 24年 12 月 17 日）
すると、今度はＸらが取締役から解任されること
になった。この和解は、Ｃに対し退職金等として
3,900 万円余の支払うことと、Ｍ社を通じてＣ保
有の本件株式を約 600 万円で売り渡すに当たり、
その売買代金債務をＹ社が連帯保証すること等を
その内容とする。その財源はＹ社がＱ社から借り
入れた資金でまかなわれている。したがって、Ｃ
との和解によって最終的にはＹ社の資金でＣの持
株を現経営陣（Ｈら）が握り、Ｙ社の過半数の議
決権を保有したというのが背景にある。
　こうした和解もＹ社の財政状態が健全であれば
問題は少ないであろう。しかし、Ｙ社は、第 34
期には年商約 10 億円で約 372 万円の純利益を計
上していたが、第 35 期には年商約 10 億円だが
約 6,600 万円の純損失を、第 36 期には約 8,700
万円の純損失を計上した。また、平成 24 年 7 月

以降、毎月 200 万円～300 万円の赤字を計上して
いる。このように、Ｙ社には資金的余裕がないに
もかかわらず、Ｃとの和解による支出はＹ社の資
金でまかなうことにした。これが、Ｙ社の計算書
類等の不備に至る原因と考えることができそうで
ある。
　本判決は、二・三で述べたように法定備置書類
の不備について株主総会の決議取消を認めたが、
Ｃとの和解に基づく株式取得等に関する争点につ
いては、請求が棄却された。もっとも後者がＸの
主たる主張であったものと思われ、その点につい
てＸが控訴したが棄却され（東京高判平28・4・20（平
成 27 年（ネ）24762 号）判例集未登載）、上告も棄
却・不受理となった（最決平 28・9・23（同年（オ）
1111 号、同年（受）1430 号）判例集未登載）。
　本件については、Ｙ社が控訴しなかったために
本判決のとおり法定備置書類の不備等について総
会決議の取消が確定している。もっとも、本件株
主総会後の平成26年6月28日の定時株主総会で、
本件株主総会における第 35 期の決算の再承認決
議等が行われており、これについても別途株主総
会の取消が争われている（東京地裁平成 26 年（ワ）
25296 号判例集未登載：最高裁に係属中）。本判決は
この再決議における株主総会の決議の瑕疵の帰趨
が決まるまでのいわば中間的な判決ということが
でき、本判決の最終的な解決には後者の判決の動
向を注目する必要がある。

●――注
１）奥島孝康ほか編『新基本法コンメンタール　会社法 2〔2
版〕』（別冊法セ 243 号、2016 年）413 頁［前田修志］。

２）上柳克郎ほか編『新版注釈会社法 (8)』（有斐閣、1987 年）
85 頁［倉沢康一郎］。

３）江頭憲治郎＝弥永真生編『会社法コンメンタール (10)』
（商事法務、2011 年）534 頁［弥永真生］。
４）上柳ほか編・前掲注２）71 頁［倉沢］。
５）東京大学商法研究会編『商事判例研究 (4)（昭和 28年度）』
（有斐閣、1963 年）163 頁［平出慶道］。
６）藤井正夫「判批」判タ 1125 号（2003 年）136 頁。その他、
東京地判平 22・3・24 判例集未登載（弥永真生「判批」ジュ
リ 1411 号（2010 年）30 頁）等。

７）上柳ほか編・前掲注２）71 頁［倉沢］、江頭憲治郎『株
式会社法〔6版〕』（有斐閣、2015 年）364 頁、622 頁。

８）江頭＝弥永編・前掲注３）545 頁［弥永］。
９）江頭＝弥永編・前掲注３）545 頁［弥永］。
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